
第
　
　
回（
最
終
回
） 
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現
在
に
受
け
継
が
れ
る
、 

江
戸
の
経
済
・
商
い 

江
戸
東
京
博
物
館
館
長 

竹
内
誠 

町
民
の
生
活
の
安
定
を
第
一
に 

 

町
費
節
減
の
七
割
を
共
有
金
に 

運
用
は
商
人
の
手
で 

 

東
京
の
近
代
化
に
貢
献 

4

二世紀半にもわたる「天下泰平」を民衆が謳歌した江戸時代は、 

暮らしや文化、経済が目覚ましく発展した時代でもありました。 

最終回の今回は、災害や飢饉への備えや現在に通じる当時の

商いなどについて紹介します。 

●たけうちまこと● 
昭和８年（１９３３）東京生まれ。東京教育大学大学院博士
課程修了。文学博士。専攻は江戸文化史・近世都市史。
徳川林政史研究所主任研究員、信州大学助教授、東京
学芸大学教授などを経て、現在東京学芸大学名誉教授。
東京都江戸東京博物館館長、徳川林政史研究所所長、
日本博物館協会会長なども務めている。著書は『江戸と
大坂』『徳川幕府と巨大都市江戸』など多数。ＮＨＫ大河
ドラマなどの時代考証も担当している。 

連 載 

大
飢
饉
で
は
大
き
な
効
果 

か
ん
せ
い 

ま
ち
か
い
し
ょ 

  
　
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
―
―
。
そ

れ
は
今
も
昔
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
も

火
事
や
洪
水
な
ど
の
災
害
や
、大
規
模
な
飢
饉

な
ど
が
、全
国
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
備
え

て
幕
府
は
中
期
に
な
る
と
、そ
の
根
拠
地
・
江

戸
に
お
け
る
災
害
な
ど
に
対
応
し
た
制
度
を
確

立
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
制
度
を
整
え
た
の
は
、寛
政
の
改
革
を
実

施
し
た
老
中
・
松
平
定
信
で
す
。
定
信
は
、就
任

当
初
か
ら
、町
民
の
生
活
の
安
定
、社
会
秩
序
の

維
持
な
ど
に
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。
老
中
へ
の

就
任
直
前
、天
明
の
大
飢
饉
に
伴
い
江
戸
町
民

が
蜂
起
し
、米
問
屋
を
襲
っ
た「
打
ち
壊
し
事
件
」

を
目
の
当
た
り
に
し
た
定
信
に
と
っ
て
、民
衆
蜂

起
の
未
然
防
止
は
、政
策
の
重
要
目
標
と
な
っ
て

い
た
の
で
す
。そ
ん
な
定
信
が
実
施
し
た
政
策
の

中
で
も
、社
会
福
祉
や
経
済
政
策
の
観
点
か
ら
、

現
在
に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、七
分
積
金
令
と
、

そ
れ
に
伴
う
町
会
所
の
設
立
で
し
た
。 

  

　
江
戸
の
町
は
、住
民
に
よ
る
自
治
が
行
き
渡
っ

て
い
た
都
市
で
し
た
。
治
安
の
維
持
、道
路
、水

道
の
維
持
管
理
、町
火
消
し
な
ど
に
関
す
る
業

務
が
町
内
ご
と
に
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

　
こ
れ
ら
の
経
費
、い
わ
ば
町
の
行
政
予
算
は
町

入
用
と
呼
ば
れ
、地
主
が
負
担
し
て
い
ま
し
た
。

定
信
は
こ
の
町
入
用
の
節
減
・
節
約
を
奨
励
、さ

ら
に
寛
政
三（
一
七
九
一
）年
に
は
、節
減
し
た

額
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
毎
年
積
み
立
て
さ
せ
る

こ
と
を
命
じ
ま
し
た
。こ
れ
が
七
分
積
金
令
で
す
。 

　
江
戸
中
の
町
入
用
の
年
間
節
減
額
は
お
よ
そ

三
万
両
。そ
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
か
ら
、少
な

く
て
も
二
万
両
以
上
が
非
常
時
の
備
え
と
し
て

毎
年
積
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　
こ
の
お
金
の
積
み
立
て
は
、町
内
ご
と
で
は
な

く
、江
戸
中
の
町
全
体
で
、統
一
的
に
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
新
た
に
設
立
さ
れ
た
町
会
所
が
、こ
の

積
金
を
江
戸
の
町
民
全
体
の
共
有
金
と
し
て
管

理
・
運
用
に
当
た
っ
た
ほ
か
、飢
饉
や
災
害
時
に

備
え
て
籾
米
の
備
蓄
も
行
い
ま
し
た
。 

  

　
江
戸
で
は
そ
の
後
、火
災
、水
災
、震
災
、コ
レ

ラ
な
ど
の
疾
病
流
行
、飢
饉
、米
価
騰
貴
な
ど
、

幾
多
の
非
常
事
態
が
起
こ
り
ま
し
た
が
、そ
の
た

び
に
、町
会
所
で
は
、町
民
へ
の
救
済
を
行
い
ま

し
た
。
特
に
全
国
的
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら

し
た
天
保
の
大
飢
饉
で
は
、町
会
所
の
行
き
届
い

た
救
済
の
お
か
げ
で
、江
戸
の
被
害
は
比
較
的

小
さ
な
も
の
で
済
み
ま
し
た
。
町
会
所
が
な
か
っ

た
大
坂
で
は
米
価
の
高
騰
な
ど
に
よ
り
、混
乱
の

度
を
深
め
、や
が
て
は
大
塩
平
八
郎
が
乱
を
起

こ
す
に
至
っ
た
の
と
は
大
き
な
違
い
で
す
。 

　
記
録
で
は
、町
会
所
は
天
保
四（
一
八
三
三
）年
、

約
二
カ
月
の
間
に
二
回
、大
量
の
白
米
を
飢
民
に

支
給
し
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
る
と
、白
米
二
万
三

千
九
百
二
十
石
を
支
出
、延
べ
六
十
三
万
七
千
七

百
七
十
九
人
を
救
済
し
た
と
あ
り
ま
す
。こ
の
数

を
見
た
だ
け
で
も
、そ
の
意
義
、果
た
し
た
役
割

の
大
き
さ
が
如
実
に
分
か
り
ま
す
。 

  

　
町
会
所
の
果
た
し
た
役
割
は
、こ
の
よ
う
な
非

常
時
の
救
済
事
業
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
平
常

時
は
集
め
た
お
金
を
、勘
定
所
御
用
達
と
呼
ば

れ
る
、十
人
の
江
戸
豪
商
の
手
に
よ
っ
て
、手
堅

く
運
用
し
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
大
店
や

屋
敷
な
ど
不
動
産
担
保
が
あ
る
上
層
町
民
や

武
士
階
級
に
対
し
、低
利
で
融
資
を
行
い
、利
息

に
よ
り
、積
金
を
増
や
し
て
い
た
の
で
す
。さ
ら
に
、

籾
米
の
購
入
や
売
り
払
い
な
ど
を
通
じ
て
、米

価
調
節
も
担
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
つ
ま
り
、現
在
の
金
融
機
関
と
し
て
の
役
割
、

さ
ら
に
は
物
価
安
定
の
た
め
の
中
央
銀
行
と
し

て
の
役
割
を
同
時
に
果
た
し
て
い
た
と
も
い
え
ま

す
。
経
済
や
お
金
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、こ

れ
は
大
変
大
き
な
も
の
で
し
た
。 

　
定
信
は
田
沼
意
次
の
重
商
主
義
を
否
定
し
、

重
農
主
義
を
進
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、す

で
に
こ
の
江
戸
中
期
は
貨
幣
経
済
が
進
展
し
て

お
り
、商
業
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
定
信
も
田
沼
時
代
と
同
様
に
、む
し

ろ
商
人
を
積
極
的
に
利
用
し
て
、政
策
を
進
め

て
い
た
の
で
す
。 

  

　
こ
の
勘
定
所
御
用
達
の
手
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ

た
積
金
は
、災
害
時
に
活
用
、放
出
し
て
も
払
底

す
る
こ
と
は
な
く
、結
果
、幕
末
ま
で
運
用
さ
れ

ま
す
。 

　
明
治
初
年
、新
政
府
の
調
べ
で
は
、貯
蓄
高
は

百
七
十
万
円（
積
金
と
籾
米
の
売
り
払
い
の
合

計
）に
ま
で
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ

れ
は
幕
府
の
一
年
間
の
予
算
と
同
じ
ほ
ど
の
甚

大
な
額
で
す
。 

 

し
ち
ぶ
つ
み
き
ん
れ
い 

ち
ょ
う 

に
ゅ
う
よ
う 

も
み
ご
め 

か
ん
じ
ょ
う
し
ょ
ご
よ
う
た
し 

お
お
だ
な 

き
き
ん 

ききん 

日本橋は明治６年に、江戸時代の七分積金を利用して
石材と木材の和洋折衷形式の橋に改架された 

（日本銀行貨幣博物館提供） 

と
う
き 



社会保険労務士 

 森萩 忠義 

知っておこう  年金の基礎知識 
●もりはぎ ただよし●東京経済大学経済学部卒業。東洋伸銅所、日
本経営協会勤務を経て、森萩経営労務管理事務所を設立。金融機
関を中心に年金相談や職員研修に携わる。 

くらしの金融知識 

長
期
化
す
る
高
齢
期
の 

生
活
と
年
金 

このコーナーでは、 
暮らしに身近な金融知識やその役立て方について、 
有識者から分かりやすくアドバイスしていただきます。 
今回は、社会保険労務士の 
森萩忠義さんに登場していただきました。 
 

    

　
わ
が
国
の
平
均
寿
命
は
、男
子
は
約
七
十
九
歳

（
世
界
第
二
位
）、女
子
は
約
八
十
六
歳（
世
界
第

一
位
）で
、世
界
の
長
寿
国
と
し
て
高
齢
期
の
長
期

化
が
進
ん
で
い
ま
す（
厚
生
労
働
省
「
平
成
十
八

年
簡
易
生
命
表
」
よ
り
）。こ
の
長
期
化
す
る
高
齢

期
を
充
実
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、そ
の
人
に

合
っ
た
「
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
」
が
非
常
に
重
要
に
な
り

ま
す
。ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
と
は
、家
計
収
支
プ
ラ
ン
、心

と
体
の
健
康
管
理
プ
ラ
ン
お
よ
び
生
き
が
い
プ
ラ
ン

の
こ
と
で
、中
で
も
今
後
の
高
齢
期
の
生
活
を
支

え
る
家
計
収
支
プ
ラ
ン
の
主
柱
が
年
金
な
の
で
す
。 

　
現
在
、わ
が
国
の
高
齢
者
世
帯
の
所
得
の
中
で
、

恩
給
を
含
む
公
的
年
金
の
占
め
る
割
合
は
約
七

割
で
、稼
働
所
得
は
二
割
弱
に
す
ぎ
ず（
厚
生
労

働
省
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
よ
り
）、こ
れ
は
高

齢
者
に
と
っ
て
公
的
年
金
が
い
か
に
重
要
で
あ
る

か
を
示
し
て
い
ま
す
。 

　
し
か
し
、わ
が
国
の
公
的
年
金
制
度
は
、職
業

に
よ
り
加
入
制
度
が
異
な
る
こ
と
や
年
金
制
度
そ

の
も
の
が
複
雑
な
た
め
、私
た
ち
国
民
に
は
簡
単

に
は
理
解
し
に
く
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
そ
こ
で
、

ま
ず
は
ご
自
分
自
身
の
身
近
な
問
題
と
し
て
、年

金
制
度
の
主
要
な
仕
組
み
だ
け
で
も
理
解
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。 
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連 載 

　
当
時
は
新
政
府
も
財
政
不
足
。こ
の
積
金
は

の
ど
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
か
っ
た
よ
う
で
す

が
、「
江
戸
町
民
の
共
有
金
」
と
い
う
性
質
上
、

国
家
財
政
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
な
く
、東
京

府
民（
都
民
）の
た
め
に
使
わ
れ
ま
し
た
。 

　
使
途
を
見
る
と
、道
路
や
橋
な
ど
の
整
備
、銀

座
煉
瓦
街
の
建
設
、街
灯
、共
同
墓
地（
青
山
霊

園
）、東
京
府
庁
舎
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、養
育

院
の
設
置
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
福
祉
政
策
の

推
進
、一
橋
大
学
の
源
流
で
も
あ
る
、商
人
の
子

弟
の
教
育
機
関
「
商
法
講
習
所
」の
設
置
な
ど
、

ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
ま
で
幅
広
く
用
い
ら
れ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
江
戸
町
民
が
積
み
立
て
た

お
金
が
、時
代
を
経
て
、明
治
の
近
代
化
に
ま
で

貢
献
し
て
い
た
の
で
す
。 

  

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、江
戸
時
代
に

は
す
で
に
、現
代
の
貨
幣
経
済
シ
ス
テ
ム
の
原
型

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
明
確
に
表
れ
て
い
ま
す
。 

　
で
は
、一
般
の
庶
民
を
対
象
に
し
た
商
売
の

様
子
・
手
法
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
例
え
ば
広
告
宣
伝
。
現
在
で
は
不
可
欠
な
も

の
で
す
が
、江
戸
時
代
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
当
時
流
行
し
た
錦
絵
も
、そ
の
多
く

は
広
告
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
中
に

は
、人
気
歌
舞
伎
役
者
が
描
か
れ
た
中
に
商
品

を
入
れ
込
ん
だ
り
と
、現
在
の
有
名
人
を
起
用

し
た
ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
通
じ
る
も
の
も
多
数
あ

り
ま
す
。 

　
ほ
か
に
も
江
戸
の
商
売
で
は
、引
札
、現
在
の

広
告
チ
ラ
シ
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
開
店
や
大
安
売
り
な
ど
の
情
報
が
引
札

に
よ
っ
て
、消
費
者
に
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
消
費

者
に
訴
え
か
け
る
宣
伝
文
句
を
書
く
、現
在
の

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
よ
う
な
職
業
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、江
戸
を
訪
れ
る
旅
人
の
た
め
に
「
江
戸
買

物
独
案
内
」
と
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ま
で
売
り
出

さ
れ
ま
し
た
。
出
版
し
た
人
は
、各
店
か
ら
掲
載

料
ま
で
取
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

　
ま
た
、江
戸
時
代
に
は
十
九
文
店
や
三
十
八

文
店
と
い
う
露
天
商
も
現
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
、

櫛
や
人
形
、筆
な
ど
の
雑
貨
を
す
べ
て
十
九
文
も

し
く
は
三
十
八
文
で
売
っ
て
い
た
店
で
、百
円
シ
ョ

ッ
プ
を
は
じ
め
と
し
た
均
一
商
法
の
走
り
と
も
い

え
ま
す
。
現
在
の
百
円
シ
ョ
ッ
プ
は
デ
フ
レ
不
況

の
中
で
人
気
が
出
ま
し
た
が
、三
十
八
文
店
や

十
九
文
店
も
景
気
停
滞
期
に
流
行
し
た
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
似
て
い
ま
す
。 

　
す
で
に
江
戸
時
代
が
終
え
ん
し
て
百
四
十
年
。

こ
の
四
回
に
わ
た
る
シ
リ
ー
ズ
で
見
て
き
た
よ
う

に
遠
い
歴
史
の
か
な
た
の
よ
う
な
江
戸
時
代
も
、

人
々
の
生
活
、経
済
は
私
た
ち
の
時
代
に
通
じ
る

と
こ
ろ
が
多
く
あ
っ
た
の
で
す
。 

現
在
に
通
じ
る
江
戸
の
商
い 

 

れ
ん
が
が
い 

く
し 

【図表1】公的年金制度の仕組みと加入区分 

 

厚生年金基金 共済組合等 

厚生年金保険 

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者 

自営業者および 
その配偶者・学生等で 
20歳～60歳未満の人 

 

厚生年金や共済組合等の加入者 
（年金の受給できる65歳以上の人を除く） 

第2号被保険者に 
扶養されている配偶者で 
20歳～60歳未満の人 

 

（国家公務員共済組合 
地方公務員等共済組合 
私立学校教職員共済制度） 

 

国　民　年　金　（基礎年金） 
どちらの引札にも縁起物
の恵比寿と大黒天が描か
れている。右は巻物の中
に安売りの口上書きが書
かれている。左は小判を吊
るしたまゆ玉、かるた取りを
する女性が描かれている
ほか、商店名が書いてある 
（いずれも日本銀行貨幣
博物館提供） 

「足袋・仕立物商の引札」 「安売り引札」 
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【図表2】公的年金制度の年金給付の仕組み 

 

公
的
年
金
制
度
の
仕
組
み 

  
1
．公
的
年
金
制
度
と
加
入
区
分 

　
わ
が
国
の
公
的
年
金
制
度
は
、国
民
年
金
、

厚
生
年
金
保
険
お
よ
び
三
つ
の
共
済
組
合
等（
国

家
公
務
員
共
済
組
合
、地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
お
よ
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
）か

ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
中
で
も
国
民
年
金
は
、公
的
年
金
制
度
の
土

台
と
な
る
年
金
制
度
で
日
本
に
居
住
す
る
二
十

歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
し

ま
す
。
ま
た
、厚
生
年
金
保
険
や
三
つ
の
共
済
組

合
等
は
、そ
の
上
乗
せ
給
付
を
す
る
年
金
制
度

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す（【
図
表
１
】参
照
）。 

(1)  

国
民
年
金 

　
国
民
年
金
は
、日
本
に
居
住
す
る
自
営
業
者
、

学
生
や
無
職
の
人
な
ど
二
十
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
人
が
「
第
一
号
被
保
険
者
」
と
し
て
加
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、厚
生
年
金
保

険
と
三
つ
の
共
済
組
合
等
の
加
入
者
は
「
第
二

号
被
保
険
者
」
と
し
て
加
入
し
、そ
の
第
二
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
で
、二

十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
人
は
「
第
三
号
被
保

険
者
」
と
し
て
加
入
し
ま
す
。 

(2) 

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
等 

　
厚
生
年
金
保
険
は
民
間
企
業
に
勤
務
す
る

七
十
歳
未
満
の
人
が
加
入
し
、三
つ
の
共
済
組

合
等
の
国
家
公
務
員
、地
方
公
務
員
等
お
よ
び

私
立
学
校
の
教
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
共
済
組

合
等
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
、国
民
年
金
に

も
同
時
に
加
入
す
る
こ
と
か
ら
二
重
加
入
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
な
お
、加
入
手
続
き
は
、第
一
号
被
保
険
者

の
場
合
は
居
住
す
る
市
区
役
所
・
町
村
役
場
で

自
ら
行
い
ま
す
が
、厚
生
年
金
保
険
の
場
合
は

勤
務
す
る
事
業
所
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

2
．年
金
給
付
と
年
金
の
裁
定
請
求 

(1) 

年
金
給
付
の
仕
組
み 

　
公
的
年
金
制
度
の
基
本
的
な
年
金
給
付
に

は
、加
入
者
が
年
を
取
っ
た
と
き
の「
老
齢
給
付
」、

加
入
者
等
が
障
害
に
該
当
し
た
と
き
の「
障
害

給
付
」
お
よ
び
加
入
者
や
年
金
受
給
者
が
亡
く

な
っ
た
と
き
の「
遺
族
給
付
」
が
あ
り
ま
す
。 

　
国
民
年
金
の
み
の
加
入
者
は
、国
民
年
金

か
ら
「
基
礎
年
金
」
を
受
給
し
ま
す
。
厚
生
年

金
保
険
や
共
済
組
合
等
の
加
入
期
間
の
あ
る

人
は
、「
基
礎
年
金
」
お
よ
び
そ
の
上
乗
せ
給

付
と
し
て
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
等
か

ら
「
厚
生
年
金
」
や
「
共
済
年
金
」
を
合
わ
せ

て
受
給
す
る
、二
重
給
付
と
な
っ
て
い
ま
す（【
図

表
2
】
参
照
）。 

(2) 

年
金
の
支
給
要
件
と
裁
定
請
求 

　
年
金
給
付（
老
齢
・
障
害
・
遺
族
）に
は
、そ
れ

ぞ
れ
支
給
要
件
が
定
め
ら
れ
、そ
の
要
件
を
満

た
す
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

　
老
齢
給
付
の
場
合
、国
民
年
金
の「
老
齢
基

礎
年
金
」
は
、原
則
と
し
て
保
険
料
納
付
期
間

と
免
除
期
間
を
合
算
し
て
二
十
五
年
以
上
あ
り
、

か
つ
六
十
五
歳
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。「
老

齢
厚
生
年
金
」（
退
職
共
済
年
金
）は
、厚
生
年

金
保
険（
共
済
組
合
等
）の
み
の
加
入
期
間
の

場
合
で
あ
れ
ば
、生
年
月
日
に
応
じ
て
二
十
年

か
ら
二
十
五
年
以
上
あ
り
、か
つ
六
十
歳
で
あ
る

こ
と
が
必
要
で
す
。こ
れ
ら
の
支
給
要
件
を
満

た
し
た
と
き
に
初
め
て
「
年
金
の
受
給
権
」
が

発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
ま
た
、年
金
は
、支
給
要
件
を
満
た
す
こ
と
で

自
動
的
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
年
金
の
「
裁
定
請
求
手
続
き
」
を
す
る
こ

と
で
初
め
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
現
在
は
、老
齢
基
礎
年
金
や
老
齢
厚
生
年

金
の
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、

老
齢
基
礎
年
金
は
六
十
五
歳
、老
齢
厚
生
年
金

は
六
十
歳
と
な
る
三
カ
月
前
に
社
会
保
険
業

務
セ
ン
タ
ー
か
ら
本
人
宛
て
に
裁
定
請
求
書
が

送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
裁
定
請
求
書
に
は

氏
名
・
生
年
月
日
や
加
入
歴
等
が
印
字
さ
れ
て

い
ま
す
が
、そ
の
確
認
と
そ
の
他
の
必
要
事
項
を

記
入
し
、年
金
手
帳
等
を
添
付
し
て
最
寄
り
の

社
会
保
険
事
務
所
等
に
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
、こ
れ
を
「
裁
定
請
求
手
続
き
」
と
い
い
ま
す
。 

　
な
お
、障
害
給
付
や
遺
族
給
付
は
、障
害
に

該
当
し
始
め
る
時
期
や
死
亡
の
時
期
が
不
明

で
あ
る
こ
と
か
ら
、事
前
に
裁
定
請
求
書
が
送

付
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、裁
定
請
求

手
続
き
は
原
則
的
に
同
じ
で
す
。 

 

3
．年
金
制
度
の
加
入
記
録
の
確
認
等 

(1) 

自
分
の
経
歴
把
握
が
前
提 

　
老
齢
基
礎
年
金
は
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
に

な
る
ま
で
の
四
十
年
間
の
保
険
料
納
付
済
み

期
間
や
免
除
期
間
に
応
じ
て
年
金
額
が
決
定

さ
れ
、老
齢
厚
生
年
金
は
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
期
間
と
そ
の
間
の
報
酬
額
に
応
じ
て
年

金
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、個
々
人
の
年

金
制
度
へ
の
加
入
記
録
は
、支
給
要
件
や
年
金

額
に
も
直
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
す
。
そ
の
た

め
、「
年
金
制
度
の
正
し
い
加
入
記
録
」の
確
認

を
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、自
分
の
過
去
の

経
歴
を
、自
分
史
を
作
る
つ
も
り
で
整
理
し
て

お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。 

(2) 

自
分
の
加
入
記
録
と
照
合 

　
昨
年（
平
成
十
九
年
）、五
千
万
件
に
も
上

る
、本
人
の
確
認
で
き
な
い
年
金
加
入
記
録
が

大
き
な
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
そ
の
名

寄
せ
作
業（
氏
名
や
生
年
月
日
等
の
確
認
作

業
）が
実
施
さ
れ
、そ
の
結
果
、ま
ず
は
記
録

漏
れ
の
可
能
性
が
高
い
人
に
は
、昨
年
十
二
月

か
ら
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
と
し
て
、加
入
記

録
の
確
認
の
お
知
ら
せ
の
発
送
が
開
始
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　
さ
ら
に
、平
成
二
十
年
四
月
か
ら
は
す
べ
て

の
年
金
受
給
者
に
、平
成
二
十
年
六
月
か
ら
は

す
べ
て
の
加
入
者
に
も
、加
入
記
録
の
お
知
ら

せ
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
郵
送
さ
れ
て
き
た
年
金
加
入
記
録
と
自
分

の
経
歴
を
整
理
し
た
資
料
を
照
合
す
る
こ
と

に
よ
り
、未
加
入
で
あ
っ
た
期
間
や
厚
生
年
金

保
険
が
未
適
用
で
あ
っ
た
事
業
所
の
勤
務
期

間
な
ど
が
確
認
で
き
、そ
れ
ら
の
期
間
等
の
疑

問
点
は
最
寄
り
の
社
会
保
険
事
務
所
等
で
調

べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
ま
た
、「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
と
は
別
に
、自

分
の
年
金
加
入
記
録
を
最
寄
り
の
社
会
保
険

事
務
所
等
で
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、

五
十
歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば
、将
来
の
自
分
の

年
金
受
給
見
込
み
額
も
社
会
保
険
事
務
所
等

で
調
べ
ら
れ
ま
す
。 

　
な
お
、社
会
保
険
事
務
所
等
に
出
向
く
と

き
は
、自
分
の
経
歴
を
整
理
し
た
資
料
や
現
在

所
持
し
て
い
る
す
べ
て
の
年
金
手
帳（
被
保
険

者
証
）を
持
参
す
る
こ
と
で
、加
入
記
録
の
訂

正
が
可
能
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

＜老齢給付＞ ＜障害給付＞ ＜遺族給付＞ 

退職共済年金 障害共済年金 遺族共済年金 ⇦共済組合の加入者 

⇦厚生年金の加入者 

⇦国民年金の加入者 

老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金 

老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金 

くらしの金融知識 
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くらしの金融知識 

事例１　自営業者の老齢基礎年金 

　私たち夫婦は、親の自営業を受け継ぎ現在も自営業を営なんでいます。私（昭
和19年4月10日生まれ）と妻（昭和21年10月25日生まれ）は、結婚した昭和
46年4月から国民年金に加入し60歳になるまで保険料を納付してきました。 
　私たち夫婦が65歳から受給できる年金額を教えてください。 

　老齢基礎年金の額は、平成19年度価格で792,100円が満額ですが、20歳から国民年金に

加入するまでの未加入期間分の年金額が減額されます。具体的には、480カ月（40年・20歳か

ら60歳になる期間で本来加入すべき期間の月数）で保険料を給付した月数を割った比率を、満

額に掛けます。計算すると次のようになります。 

 
◆夫婦の年金額（平成19年度価格） 
 
　夫… 792,100円×（396カ月(保険料納付月数）／480カ月）＝653,483円… 

653,500 円 

　妻… 792,100円×（426カ月(保険料納付月数）／480カ月)＝702,989円… 

703,000 円 

事例2　定年後の老齢厚生年金 

　私（昭和23年4月15日生まれ）は、昭和46年4月からＡ社に37年間勤務し厚生年
金に加入中ですが、60歳になった日に定年退職する予定です。 
　現在は、専業主婦の妻（3歳下）と2人暮らしです。定年退職後にどんな年金が受けら
れるのかについて教えてください。 

　受けられる年金については、年齢に応じて、いくつかの状況に分けられます。下の図を見てみましょう。 
 
◆ あなたの受給できる年金 
 
 
 
 
 
 

◆ 妻の受給できる年金 
 

 

60歳 64歳 65歳 68歳（妻65歳） 

昭和39年4月（20歳） 

昭和41年10月（20歳） 

昭和46年4月 平成16年3月（60歳となった前月） 

平成18年9月（60歳となった前月） 

特別支給の老齢厚生年金 
報酬比例部分 

老齢厚生年金 
報酬比例部分（経過的加算を含む） 

振替加算 
老齢基礎年金 

 

定額部分 老齢基礎年金 

　加給年金  加給年金 妻が65歳になるまで 

妻が65歳から 

これを整理すると、年齢などに応じて、次の5つの状況が考えられます。 
①60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。 
②定額部分は生年月日に応じた支給開始年齢の引上げにより64歳から支給されます。 
③64歳（定額部分の支給開始年齢）から妻が65歳になるまで、配偶者の加給年金が支給されます。 
④65歳からは老齢厚生年金（報酬比例部分）と老齢基礎年金が生涯支給されます。 
⑤妻の65歳以上の老齢基礎年金には、夫の年金の加給年金に替えて振替加算が加算されます。 

 
また、この場合におけるそのほかの要点としては、次のようなものが挙げられます。 
①定年退職後に雇用保険の基本手当を受けるとその間は年金が支給停止されます（年金か基本
　手当かのいずれか選択となる）。 
②定年退職後も継続して勤務した場合 
　ａ． 年金は、「在職老齢年金」が受給できるが、年金額と給与や賞与額に応じて減額されます。 

ただし、年金月額と総報酬月額相当額（給与額＋過去１年間の賞与額の12分の１の額）の合
算額が28万円以下の場合は、年金は全額支給されます。 

　ｂ． 雇用保険は、 定年退職前の賃金月額の75％未満の賃金額で継続雇用された場合は、 60歳 
以降の賃金額の15％（上限額）の「高年齢雇用継続給付」が受けられます。 

　ｃ． 「高年齢雇用継続給付」を受けた場合は、 60歳以降の給与額の６％（上限額）が「在職老齢 
年金」から支給停止されます。 
 

 

すでに申し上げたように、 

年金制度は複雑で理解しにくいところもあります。 

特に受給額算定の仕組みなどは、 

年齢や加入制度によって算定方法が異なるなど、大変複雑です。 

ここでは、具体的に理解できるよう、ケース・スタディとして、 

2つの事例を基に考えてみます。 

 

なお、年金制度のもう少し詳しい解説や、年金受給額の計算方法等については、 

金融広報中央委員会ホームページ「知るぽると」の中の「年金に関するＱ＆Ａ」をご覧下さい。

http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/index.html

年
金 

Ｑ
＆
Ａ  

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ 

 

夫 

妻 

未加入　7年 

未加入　4年6カ月 

国民年金の保険料納付33年（396カ月） 

国民年金の保険料納付35年6カ月（426カ月） 


	江戸のくらしと金銭観
	そこが知りたい！くらしの金融知識



